
;怠

d、司、命

昭和 59年 6月招集

第 2回館山市議会定例会会議採

館山市議会





目

。第 1号(6月 22日)

開 会…………………………………………………………・・……… 7

議長の報告…………………………・・……・・………一…一……………… 7

会議録署名議員の指名………………………………………・ぃ…………… 7

会期の決定………………・・………………………………………………… 7

会議日程の決定……………………………………………………………… 8

議案第 38号~議案第 5 0号{提案理由の説明)……………………… 8

延 会…………………………………・ぃ…………………………… 12 

t 本日の会議lζ付した事件・・・……・・…・…・・…一-… . ••• .•• .•. ••• 1 3 

。第 2号 (6月25日)

開講………………………………………………………………… 17 

行政一般通告質問………………………………………………………… 18 

榎本 春光君の質問、当局の応答…………………………………… 18 

神田 守隆君の質問、当局の応答…………………………………… 27 

川名 正二君の質問、当局の応答…………………………………… 4 2 

石井 武敏君の質問、当局の応答…………………………………… 50 

田沢 勝信君の質問、当局の応答…………………………………… 66 

散会………………………………………………………………ー.7 8 

本日の会議に付した事件………………………………………………… 78 

。第 3号 (6月26日)

開講………………………………………………………………… 82 

e 議案第 38号……………………………………………………………… 82 

神田 守隆君の質援、当局の応答…………………………………… 83 

委員会付託の省略……………………………………………………… 83 

神田 守隆君の討論…………………………………………………… 84 

採決……………………………………………………………………… 84 

議案第 39号~議案第 49号…………………………………………… 84 

神田 守隆君の質疑、当局の応答…………………………………… 85 

委員会付託……………………………………………………………… 90 

議案第 5 0号……………………………………………………………… 90 

d¥!こ

4

・A



委員会付託………………………………………-一…………………… 90 

請願第 4号……………………………………………………………… 91 

説明……………………………………………………・-……………… 91 

委員会付託……………………………………………………………… 91 

陳情第 1号………………………………・・・……・・・…・・・……………… 92 

委員会付託……………………………………………………………… 92 

延会………………………………………………………………… 92 

本日の会議に付した事件………………ー・……………………………… 92 

0第 4号(6月 29日)

開講………………………………………………………………… 96 

議案第 39号~議案第 4 2号、議案第 50号………………………… 97 

総務委員会委員長報告………………………………………………… 97 

採決……………………………………………………………………… 99 

議案第 43号~議案第 48号………………………………………… 100

文教民生委員会委員長報告………………………………………… 100

神田 守陣君の討論………………………………………………… 102

採決…………………………………………………………………… 103

議案第 49号…………………………………………………………… 104

建設経済委員会委員長報告………………………………………… 105

採決…………………………………………………………………… 105

講顕第 4号、陳情第 1号……………………………………………… 106

文教民生委員会委員長報告………………………………………… 106

採決…………………………………………………………………… 107

発議案第 1号…………………………………………………………… 107

説明…………………………………………………………………… 108

委員会付託の省略…………………………………………………… 108

採決…………………………………………………………………… 109

閉会……… ……………………………………………………… 109

本日の会議に付した事件……………………………………………… 109

q'副

民

会



曹界V

~ 

(畠I第)

欝襲等号fJ6J~苓鍵阜市構図Z第も





正

徳頗

男

男

力

夫

作

光

昭

徹

澄

武

敏

豊

利

田沢勝信

日下 君敏

榎本春光

福原 勤

飯田義男

石井昌 治

渡辺昭夫

近 藤好雄

石井武 敏

林豊

流出源次郎

石 井

安揮

倉

藤

木

井

田

司

城

司

小

斉

鈴

石

安

圧

岩

庄

助役

市長公室長

民生 部長

水道課長

教育委員会教育長

選挙管理委員会
事務局書記長

監査事務局長

農業委員会
事 務局長

(金曜日)午前 10時

2番

4番

7番

9番

1 1番

1 3番

1 5番

1 7番

2 0番

2 2番

2 4番

2 6番

2 8番

雄

哲

和

吉

成

谷

木

井

熊

鈴

熊

事務局長補佐

書記

書記

v
h
d
 

昭和 59年 6月 22日

館山市役所議場

出席議員 2 6名

1番神田守降

3番 山中金治郎

6番 生 稲 陸

8番 小宮利夫

1 0番横溝 功

1 2番石井 謀

1 4番 伊 藤 幸 太 郎

1 6番 松 下 正 己

1 9番黒川平治

2 1番 吉 田 勇 治 郎

2 3番伊賀多朗

2 5番 五十嵐昇

2 7番安西益男

欠席議員 1名

5番 川 名

出席説明員

市長

収 入 役

総務部長

経済部長

半津良一

山田俊康

川畑喜代志

高山隆男

山口武重

宮津 茂

鈴木重司

斉藤 明

出席事務局職員

事務局長高尾

書 記 兵 藤

書 記 土 構

正二

1 

1 

1 

1 

1 

'骨
骨

教育委員会委員長

選挙管理委員会
委員長

監査委員

農業委員会会長

J
司

、

豊

一

彦
恭

康

1 



1 議事日程(第 1号}

昭和 59年 6月 22日午前 10時開議

日程第 1 会議録署名議員の指名

日程第 2 会期の決定

日程第 3 会議日程の決定

(一号……械山…正日一す
処分の承認lにζ ついて

議案第 39号 非常勤の特別職の職員lζ 係る報酬及び費用弁

債に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 与
議案第 40号 館山市国民檀康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について

議案第 41号 字の区域及び名称の変更について

議案第 4 2号 財産の取得について

議案第 4 3号 館山市公民館条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第 44号 館山市保育所条例の一部を改正する条例の制

日程第4) 定について

議案第 45号 館山市身体障害者家庭奉仕員派遣事業に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 46号 老人家庭奉仕員派遣事業に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

議案第 47号 館山市老人福祉センターの設置及び管理lと関 争

する条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第 48号 館山市国民櫨康保険条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第 49号 館山市火入れに関する条例の制定について

議案第 50号 昭和 59年度館山市一般会計補正予算{第 1

号}
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開 会午前 10時 o7分

。議長(石井 正君) 本日の出席議員数 26名、これより昭和 59年第

2回市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議令聞きます。

議長の報告

。議長{石井 正君) 本定例会議案審議のため、地方自治法第 12 1条

の規定による出席要求に対し、お手元lζ 配付のとおり出席報告がありまし

たので、御了承顕います。

なお、監査委員から 3月乃至 5月実施の監査結果、市長から財団法人館

山市開発公社、財団法人館山市環境保全公社の各経営状況説明書及び清掃

センター建設費に係る継続費繰越計算書が報告されております。それぞれ

お手元に配付の印刷書はより御了承願います。

議案の配付

。議長{石井 正君) 議案を配付いたさせます。

議案の配付漏れはありませんか。一一昔E付漏れなしと認めます。

本日の議事はお手元に配付の日程表はより行います。

会議録署名議員の指名

。議長(石井 正君) 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

8番議員小宮利夫君、 20番議員石井武敏君、以上両君を指名いたしま

す。

会期の決定

。議長(石井 正君} 日程第 2、会期の決定を行います。

本定例会の会期につき議会運営協議会の意見は本 6月 22日から 6月 2

9日までの 8日間という乙とであります。

お諮りいたします。会期を 8日間と定めます乙とに御異議ありませふか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長{石井 正君} 御異議なしと認めます。よって会期は 6月 22日

から 6月 29日までの 8日間と決定いたしました。

-7 -



e会議日程の決定

。議長{石井 正君) 日程第 3、会議日程の決定を行います。

お諮りいたします。お手元lζ 配付いたしました会議日程表は本定例会の

大体の日取り予定でありますが、議会運営協議会の意見により作成いたし

ました。本定例会をおおむねこの会議日程表はより運びますとともに、そ

の間議案の追加または議事の都合等によりましてその都度乙れを改めるこ

とにして大体乙のようにいたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

( I異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(石井 正君) 御異議なしと認めます。よって会議日程は決定い i 
たしました。

議案の上程

。議長(石井 正君) 日程第 4、議案第 38号乃至議案第 50号の各議

案を一括して議題とし、乙れより各議案の提案理由の説明を求めます。

提案理由の説明

(市長半湾良一君登壇)

。市長{半津良一君) 本日、乙乙 lζ第 2闇市議会定例会を招集し、当面

する諸案件について御審議をお願いする乙とといたしました。

その前lζ 、一言お祝いの言葉を申し上げたいと存じます。乙のたび、千

葉県市議会議長会、関東市議会議長会及び全国市議会議長会から、安揮徳

順議員が永年勤続自治功労の表彰の栄lζ浴されました乙とは、誠に御同慶

tζ 堪えません。乙乙 lと、日ごろの御尽力に対し感謝いたしますとともに心

からお祝いを申し上げ、今後とも市政発展のため、御支援、御協力賜りま

すようお願い申し上げます。

きて、本目、提案いたします案件は、条例案件 10件、一般議案 2件及

び補正予算 1件でございます。

以下、その概要について御説明申し上げます。

まず、議案第 38号館山市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認についてでございますが、去る 3月、地方税法等の一部を改正する法
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律案が国会において可決、 3月 31日公布、 4月 1日から施行されること

となりました結果、館山市市税条例も乙の法律改正に合わせて急逮改正す

る必要が生じたため、同条例の一部改正を地方自治法第 17 9条第 1項の

規定はより専決処分いたしましたので、議会lζ 報告し、その承認を求めよ

うとするものであります。

今回改正の主な内容は、第 1tと、個人市民税につきましては、非課税限

度額の改正でございます。障害者、老年者等の非課税限度額を合計所得金

額 100万円lζ 、また、均等割のみを課すべき者iζ係る非課税の算定の基

礎となる金額を 22万 4000円lと、さらに所得割の非課税の基準額を 2

9万円にそれぞれ引き上げ低所得者層の税負担の軽減を図ろうとするもの

でございます。

第 2tζ 、法人市民税につきましては、法人税割の徴収猶予制度を廃止す

るものと均等書jの税率をおおむね 2. 5倍lζ 引き上げるものでございます。

第 3t乙、軽自動車税につきましては、税率をおおむね 10%引き上げる

ものでございます。

以上が今回改正の主なものでございますが、乙のほか、地方税法の一部

改正に基づきまして、所要の改正をいたしました。なお、詳細につきまし

ては、説明資料はより御了承賜りたいと存じます。

次lζ 、議案第 39号非常勤の特別職の職員lζ係る報酬及び費用弁償lζ関

する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本年 7月

1日より設置する家庭教育指導員について、その報酬額を定めようとする

ものでございます。

次iζ 、議案第 40号館山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定についてでございますが、去る 3月地方税法等の一部を改正する法律

案が国会において可決、 3月 31日公布、 4見 1日から施行される乙とと

なりました結果、館山市国民健康保険税条例も乙の法律改正に合わせて改

t 正しようとするものでございます。

改正の主な内容でございますが、第 1tと、課税限度額につきましては、

政府管掌健康保険等他の医療保険制度における最高限度額等の均衡を考慮

〉 し、課税限度額を 28万円から 35万円に引き上げ、高額所得者に応分の

長 負担を求め、中、低所得者層の負担の軽減を図ろうとするものでございま
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す。

第 2tζ 、減額基準につきましては、低所得世帯の税負担が過重とならな

いよう配慮し、 4割減額の基準lζ用いる加算額については、 1人はっき 1

8万 50 0 0円から 19万円に、昭和 59年度lζ 限り 6割減額の基準に用

いる金額を 24万円から 26万円lζ 引き上げようとするものでございます。

以上が今回改正の主なものでございますが、このほか地方税法の一部改

正lζ基づきまして所要の改正をいたしました。なお、詳細につきましては

説明資料はより御了承賜りたいと存じます。

次lと、議案第 4 1号字の区域及び名称の変更についてでございますが、

これは県営ほ場整備事業の一環として、土地改良法第 85条第 1項の規定

により事業を施行し完了いたしましたので、地方自治法第 260条第 1項

の規定はより字の区域及び名称を変更しようとするものでございます。そ

の区域及び名称は、館山市大字山本宇中入の全部、館山市大字山本字北作、

森ノ下、棲木、唐木作の各一部、館山市大字国分字本郷の一部、館山市大

字八幡宇沼田、上浜田、宮谷の各一部でございます。

次lζ 、議案第 42号財産の取得についてでございますが、乙れは、館野

小学校の校地拡張として用地を取得するものであり、関係地主の了解が得

られましたので、館山市山本字竹の下 321番外 4筆、面積 6499m'の

土地について、予定価格 7473万 85 0 0円をもって中村吉雄氏ほか 4

名から買収しようとするものでございます。

なお、土地取得後におきましては、今年度造成を進めたいと考えており

ます。

次lと、議案第 43号館山市公民館条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございますが、公民館活動の充実を図るため、本年 8月から開館予

定の西岬西地区公民館について、公の施設として、その名称及び位置を条

例中iζ新たに加え、適正な管理、運営を図ろうとするものでございます。

次lζ 、議案第 44号館山市保育所条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございますが、出生率の低下lと伴い保育所への措置児童数が減少傾

向にありますので、特に減少傾向の著しい館野保育園及び船形保育園はっ

きまして、合理的な運営を図るため、県へ定員削減の申請をしてありまし

たが、乙のたびその承認が得られましたので、館野保育園定員 60名を 4
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0名lζ 、船形保育園定員 10 0名を 60名lζ改正しようとするものでござ

います。

次lζ 、議案第 45号館山市身体障害者家庭奉仕員派遣事業lζ 関する条例

の一部を改正する条例の制定についてでございますが、今回、国の要綱が

改正され、在宅身体障害者宅へ家庭奉仕員を派遣した場合、生計中心者の

前年所得税課税世帯における利用負担額が引き上げられましたので、本市

lとおきましでも同様に改正しようとするものでございます。

その内容といたしましては、 1時間当たり費用の負担額を、利用世帯 C

階層につきましては 290円を 295円に、 D階層はっきましては 580

円を 590円に改正しようとするものでございます。

次lζ 、議案第 46号老人家庭奉仕員派遣事業lζ関する条例の一部を改正

する条例の制定についてでございますが、乙れは、議案第 45号でお願い

いたしました館山市身体障害者家庭奉仕員派遣事業lζ 関する条例の一部改

正の内容と同様、国の要綱の改正lと合わせて費用の負担額を改正しようと

するものでとざいます。

次lζ 、議案第 41号館山市老人福祉センターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、公の施設として

出野尾地区lζ完成しました老人福祉センターについて、その名称及び位置

を条例中lζ新たに加え、適正な管理、運営を図ろうとするものでございま

す。

次lζ 、議案第 48号館山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定についてでございますが、昨年 12月 3自国家公務員及び公共企業体職

員lζ係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一

部を改正する法律が公布され、本年 4.fJ 1日から施行されることとなりま

した結果、館山市国民健康保険条例も乙の法律改正lζ併せて改正しようと

するものでございます。

その内容といたしましては、国家公務員共済組合法の題名告を国家公務員

等共済組合法lζ改め、公共企業体職員等共済組合法の題名を削るものでご

ざいます。

次lと、議案第 49号館山市火入れに関する条例の制定についてでござい

ますが、昨年 12月 10日行政事務の簡素合理化lζ関する法律が公布され、
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本年 3月 1日から施行される乙ととなりました結果、従来森林法施行規則

はより定められていました火入れの許可手続及び運用等が市町村の団体事

務となりましたので、火入れに関する条例を新たに制定しようとするもの

;
i
i
-
z『

;
!
1
1

でございます。

次 lζ 、議案第 50号昭和 59年度館山市一般会計補正予算(第 1号)に

ついてでございますが、歳入歳出それぞれ 2337万 1000円を追加し、

総額 96億 519万 10 0 0円としようとするものでございます。

歳出のうち、主なものといたしまして、総務費では、行政事務合理化を

推進するため、ワードプロセッサの増設による借上料で 116万 1000 

円、また当初予算lとおきまして、平日執行を予定した農業委員会委員選挙

が、 7月 15日の日曜日 lζ 執行される乙とになりましたので、事務従事者

の時間外勤務手当で 83万 20 0 0円、衛生費では、今年度安房郡市広域

市町村圏事務組合で建設する、粗大ごみ処理施設の建設工事lζ係る負担金

として 1689万 2000円、教育費では、館野小学校用地造成工事の測

量、地質調査及び実施設計の委託料で 370万円をそれぞれ追加計上いた

しました。

以上、歳出の主なものを御説明いたしましたが、乙れらの財源といたし

まして、県支出金の特定財源で 47万 40 0 0円、そのほか 2289万 7

000円を一般財源の繰越金をもって充当しようとするものでございます。

以上、各議案lと対する提案理由について御説明申し上げましたが、よろ

しく御審議のほどお願い申し上げます。ありがとうございました。

0議長{石井 正君) 以上で提案理由の説明を終わります。

延 会午前 10時 24分

。議長(石井 正君} お諮りいたします。

本日の会議は乙れにて延会いたしたいと思います。 乙れに御異議ありま

( r異議なし Jと 呼 ぶ 者 あ り }

御異議なしと認めます。よって本日は乙れにて延

せんか。

。議長(石井正君)

会する乙とに決しました。

なお、明 23日及び 24日は議案調査のため休会、次会は 6月 25日午
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前 10時開会とし、その議事は通告による行政一般質問を行います。

乙の際、申し上げます。議案質疑通告の締め切りは 6月 25日正午まで

でありますので、申し添えます。

。本日の会議lζ 付した事件

1 会議録署名議員の指名

1 会期の決定

1 会議日程の決定

1 議案第 38号乃至議案第 50号
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